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村
合
併
や
行
政
改
革
等
に
よ
る
も
の
で

あ
る
が
、
大
き
な
背
景
に
は
人
口
減
少

や
少
子
高
齢
化
、
地
方
の
衰
退
な
ど
が

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
自
治
体
の
公
共
施
設
の

統
廃
合
等
１
の
状
況
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、
公
共
施
設
に
関
す
る
法
制
度
か
ら

み
え
て
く
る
公
共
施
設
の
意
義
と
そ
こ

で
提
供
さ
れ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
意
味

合
い
を
検
討
し
、
統
廃
合
等
が
住
民
や

利
用
者
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

特
に
、
学
校
や
保
育
所
、
高
齢
者
や
障

が
い
者
等
の
各
種
福
祉
施
設
等
は
、

日
々
の
生
活
に
直
結
す
る
だ
け
に
あ
ま

り
に
影
響
が
大
き
か
っ
た
。

　

一
方
、コ
ロ
ナ
禍
以
前
に
お
い
て
も
、

公
共
施
設
の
利
用
に
不
便
を
感
じ
て
い

た
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
自
治

体
の
庁
舎
の
統
廃
合
、学
校
の
廃
校
等
。

ま
た
、
あ
ま
り
気
づ
き
に
く
い
場
合
も

あ
る
が
、
運
営
主
体
の
変
更
、
特
に
自

治
体
又
は
自
治
体
の
外
郭
団
体
に
よ
る

管
理
か
ら
民
間
企
業
等
に
よ
る
管
理
へ

の
変
更
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

ら
公
共
施
設
の
統
廃
合
や
民
営
化
は
、

直
接
的
要
因
と
し
て
は
、
平
成
の
市
町

　

こ
の
原
稿
を
執
筆
し
て
い
る
時
点

（
２
０
２
０
年
６
月
）、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
蔓
延
に
よ
る
「
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

法
」
に
基
づ
く
緊
急
事
態
宣
言
は
解
除

さ
れ
て
い
る
が
、
宣
言
下
は
も
と
よ
り

宣
言
前
後
で
も
、
ホ
ー
ル
等
の
い
わ
ゆ

る
会
館
施
設
だ
け
で
な
く
、
学
校
、
保

育
所
、
公
園
、
福
祉
施
設
等
、
多
く
の

自
治
体
の
公
共
施
設
が
閉
鎖
さ
れ
て
い

た
。
不
便
を
感
じ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

教
育
の
機
会
の
喪
失
、生
活
の
困
窮
等
、

あ
ら
た
め
て
公
共
施
設
と
そ
の
サ
ー
ビ

ス
の
重
要
性
を
実
感
し
た
住
民
や
利
用

者
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
国
行
政
評
価
支
局
四
国
地
域
行
政
苦
情
救
済
推
進
会
議
座
長

香
川
大
学
法
学
部　

学
部
長
・
教
授

　

三
野　

靖

特 別

寄 稿

公
共
施
設
の
統
廃
合
等
と

住
民
の
利
用
権

１ 　

以
下
、「
統
廃
合
等
」
は
、
民
営
化
も
含
ん
だ
用
語
と

し
て
使
用
す
る
。
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渡
等
）す
る
民
間
移
譲
の
パ
タ
ー
ン
が

あ
る
。

　

で
は
、
民
間
委
託
さ
れ
た
公
共
施
設

の
そ
の
後
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
指
定
管

理
者
制
度
が
導
入
さ
れ
た
公
共
施
設
の

状
況
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

労
働
省
の
社
会
福
祉
施
設
等
調
査
に
よ

る
と
、
２
０
０
８
年
10
月
１
日
時
点
で

公
営
２
保
育
所
は
１
０
，９
３
５
施
設
、

私
営
保
育
所
は
１
１
，９
６
３
施
設
、

合
計
は
２
２
，８
９
８
施
設
で
あ
っ
た

の
対
し
て
、
２
０
１
６
年
同
日
時
点
で

公
営
保
育
所
は
８
，８
５
７
施
設
、
私

営
保
育
所
は
１
７
，４
０
８
施
設
、
合

計
は
２
６
，２
６
５
施
設
と
な
っ
て
お

り
、
公
営
保
育
所
は
マ
イ
ナ
ス
２
，０

７
８
施
設
、私
営
保
育
所
は
プ
ラ
ス
５
，

４
４
５
施
設
、
合
計
は
プ
ラ
ス
３
，３

６
７
施
設
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
保
育
所

全
体（
公
立
・
私
立
）は
増
え
て
い
る
が
、

公
立
保
育
所
は
減
少
す
る
一
方
、
私
立

保
育
所
が
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
が
単
に
公
立

保
育
所
が
減
少
し
て
、
私
立
保
育
所
が

増
加
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
広
い
意

味
で
の
公
立
保
育
所
の
民
営
化
が
進
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
設
置
主
体
は
自
治

体
の
ま
ま
で
公
立
保
育
所
の
運
営
を
民

間
に
ゆ
だ
ね
る
民
間
委
託（
業
務
委
託
、

指
定
管
理
者
制
度
）、
設
置
主
体
を
自

治
体
か
ら
民
間
に
移
管（
公
立
保
育
所

と
し
て
は
廃
止
し
、
施
設
を
民
間
に
譲

公
共
施
設
の
統
廃
合
の
状
況

　

一
概
に
公
共
施
設
と
い
っ
て
も
そ
の

種
類
・
範
囲
は
広
い
。
総
務
省
の
市
町

村
公
共
施
設
状
況
調
経
年
比
較
表
の
分

類
に
よ
れ
ば
、
大
き
い
分
類
で
14
種
類

（
道
路
、
公
園
、
公
営
住
宅
等
、
農
業

施
設
、
林
業
施
設
、
廃
棄
物
処
理
施
設
、

上
水
道
等
、
下
水
道
等
、
児
童
福
祉
施

設
、
保
護
施
設
、
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど

も
園
、
老
人
福
祉
施
設
、
学
校
施
設
、

そ
の
他
施
設
）、
そ
の
下
の
分
類
に
な

る
と
約
40
種
類
に
も
な
る
。

　

公
共
施
設
の
な
か
で
も
住
民
生
活
に

身
近
な
施
設
に
つ
い
て
、
10
年
前
と
の

増
減
を
比
較
す
る
と
表
１
の
と
お
り
で

あ
る
。
減
少
数（
比
率
）が
多
い
の
が
、

保
育
所
が
マ
イ
ナ
ス
３
，５
４
０（
28
・

９
％
）施
設
、
小
学
校
が
マ
イ
ナ
ス
２
，

６
０
６（
11
・
７
％
）施
設
、
中
学
校
が

マ
イ
ナ
ス
６
８
３（
６
・
８
％
）施
設
、

プ
ー
ル
が
マ
イ
ナ
ス
６
１
７（
14
・

８
％
）施
設
、
老
人
ホ
ー
ム
が
マ
イ
ナ

ス
３
２
９（
32
・
５
％
）施
設
で
あ
る
。

　

待
機
児
童
が
社
会
問
題
に
な
る
一

方
、
保
育
所
の
減
少
が
著
し
い
。
厚
生

特別寄稿

２ 　

同
調
査
の
「
用
語
の
解
説
」
で
は
、「
公
営
」
と
「
公
立
」

は
同
じ
類
型
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

表１　公共施設の状況
 （単位：施設）

施設 箇所数（時点） 前年増減（比率） 10年前増減（比率）
保育所 8,724（2018.10.1） △383（△4.2%） △3,540（△28.9%）
老人ホーム 682（　  同  　） △13（△1.9%） △329（△32.5%）
小学校 19,591（2018.5.1） △203（△1.0%） △2,606（△11.7%）
中学校 9,421（　 同 　） △58（△0.6%） △683（ △6.8%）
高等学校 3,550（2019.5.1） △9（△0.3%） △296（ △7.7%）
各種会館 3,514（2019.3.31） 25（　0.7%） 278（ 　8.6％）
図書館 3,317（　  同  　） 9（　0.3%） 197（ 　6.3%）
博物館 875（　  同  　） 8（　0.9%） 89（　11.3%）
体育館 6,760（　  同  　） 16（　0.2%） 392（ 　6.2%）
陸上競技場 1,052（　  同  　） 7（　0.7%） △26（ △2.4%）
野球場 4,129（　  同  　） 10（　0.2%） △10（　10.2%）
プール 3,560（　  同  　） △41（△1.1%） △617（△14.8%）
「令和元年度地方財政の状況」（総務省、2020.3）より
小学校・中学校「平成30年度学校基本調査」（文部科学省、2018.12）より
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０
％
）を
占
め
て
い
る
。
同
じ
く
、
２

０
１
２
年
４
月
か
ら
２
０
１
５
年
３
月

指
定
管
理
者
制
度
導
入
施
設
に

お
け
る
統
廃
合

　

指
定
管
理
者
制
度
が
導
入
さ
れ
た
公

共
施
設
の
な
か
に
は
、
指
定
期
間
中
に

指
定
を
取
り
消
し
た
り
、
業
務
を
停
止

し
た
り
、
指
定
期
間
満
了
を
も
っ
て
指

定
管
理
者
制
度
に
よ
る
管
理
を
取
り
止

め
た
り
す
る
施
設
も
あ
る（
以
下
、
こ

れ
ら
を
「
取
り
止
め
」
と
い
う
。）。
取

り
止
め
の
理
由
と
し
て
は
、
運
用
上
の

理
由（
費
用
対
効
果
の
検
証
、
指
定
管

理
者
の
撤
退
等
）や
手
続
上
の
理
由（
応

募
な
し
等
）も
あ
る
が
、
多
く
が
施
設

の
見
直
し（
施
設
の
休
止
・
廃
止
、
民

間
等
へ
の
譲
渡
等
）を
理
由
と
し
て
い

る
。
施
設
の
見
直
し
に
よ
る
指
定
管
理

制
度
の
取
り
止
め
の
理
由
及
び
取
り
止

め
後
の
管
理
状
況
に
つ
い
て
、
３
年
度

ご
と
の
総
務
省
の
調
査
に
基
づ
き
集
計

整
理
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

２
０
１
５
年
４
月
か
ら
２
０
１
８
年

３
月
で
は
、
指
定
管
理
者
制
度
を
取
り

止
め
た
施
設
が
２
，６
５
７
施
設
あ
る

が
、
そ
の
う
ち
施
設
の
見
直
し
を
理
由

と
す
る
施
設
が
１
，６
４
８
施
設（
62
・

指
定
管
理
者
制
度

　

指
定
管
理
者
制
度
は
、
２
０
０
３ 

（
平
成
15
）年
の
地
方
自
治
法
の
改
正
に

よ
り
制
度
化
さ
れ
、
自
治
体
の
公
共
施

設
３
の
管
理
運
営
を
包
括
的
に
民
間
企

業
等
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
る
制
度

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
自
治
体
直
営

（
自
治
体
職
員
に
よ
る
管
理
）、
部
分
的

に
民
間
企
業
等
に
委
託
す
る
業
務
委

託
、
自
治
体
の
外
郭
団
体
に
管
理
委
託

す
る
方
式
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
指
定

管
理
者
制
度
で
は
、使
用
許
可
権
限（
許

可
、
不
許
可
、
許
可
取
消
、
利
用
中
止

等
）や
利
用
料
金
制
度（
公
共
施
設
の
利

用
料
金
を
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
制
度
）も
含
め
て
、
公

共
施
設
の
管
理
運
営
を
包
括
的
に
指
定

管
理
者
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２
０
１
８
年
４
月
１
日
現
在
、
指
定

管
理
者
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
公
共

施
設
は
、
７
６
，２
６
８
施
設
あ
り
、

都
道
府
県
が
６
，８
４
７
施
設
、
市
区

町
村
が
６
９
，４
２
１
施
設
で
あ
る
４
。

 表２　施設の見直しによる指定管理制度取り止めの理由・状況
 （単位：施設）

2003.9～
2009.3

2009.4～
2012.3

2012.4～
2015.3

2015.4～
2018.3 計

取り止め
の理由

施設の休止・廃止 266 499 547 890 2,202（48.4%）
施設の再編・統合 36 123 106 115 380（ 8.4%）
施設の民間等への譲渡 277 426 442 499 1,644（36.2%）
施設の民間等への貸与 0 47 129 144 320（ 7.0%）

計 579 1,095 1,224 1,648 4,546（100%）

取り止め
後の状況

休止 437 142 93 165 837（18.7%）
統合・廃止（民間譲渡等含む） 160 962 1,050 1,467 3,639（81.3%）

計 597 1,104 1,143 1,632 4,476（100%）
「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」（総務省）より作成

３ 　

地
方
自
治
法
第
２
４
４
条
で
は
、「
公
の
施
設
」（
住
民

の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も
っ
て
そ
の
利
用
に
供
す
る

た
め
の
施
設
）。
以
下
で
は
、条
文
上
の
用
語
以
外
は
、「
公

共
施
設
」
を
使
用
す
る
。

４ 　
「
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
状
況
等
に
関

す
る
調
査
結
果（
令
和
元
年
５
月
17
日
公
表
）」（
総
務
省
）
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財
産
の
ほ
と
ん
ど
は
公
の
施
設
に
該
当

す
る
。
そ
し
て
、
公
の
施
設
に
関
す
る

基
本
的
な
規
定
で
あ
る
第
２
４
４
条

は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
ま

た
、
公
の
施
設
の
設
置
管
理
に
関
し
て

は
、
条
例
で
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り（
第
２
４
４
条
の
２
第
１
項
）、
個
別

の
施
設
ご
と
又
は
施
設
類
型（
都
市
公

園
等
）ご
と
に
設
置
管
理
条
例
が
制
定

さ
れ
、
管
理
運
営
に
関
す
る
事
項
や
利

用
に
関
す
る
ル
ー
ル
等
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。

地
方
自
治
法

第 

２
４
４
条　

普
通
地
方
公
共
団
体

は
、
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目

的
を
も
っ
て
そ
の
利
用
に
供
す
る

た
め
の
施
設（
こ
れ
を
公
の
施
設
と

い
う
。）を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

２ 　

普
通
地
方
公
共
団
体（
次
条
第
三

項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
含

む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）は
、

正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
住
民

が
公
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
を

拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

で
は
、
そ
も
そ
も
「
公
共
施
設
」
は
、

法
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
地

方
自
治
法
上
の
位
置
づ
け
及
び
法
制
度

の
変
遷
を
整
理
し
て
お
く
。

　

地
方
自
治
法
上
の
財
産
の
分
類（
地

方
自
治
法
第
２
３
８
条
）と
公
の
施
設

（
第
２
４
４
条
）の
関
係
は
、
図
１
の
と

お
り
で
あ
る
。
公
有
財
産
に
は
、
不
動

産
、
船
舶
、
地
上
権
、
特
許
権
等
の
無

体
財
産
権
、
株
式
等
が
含
ま
れ
る
が
、

さ
ら
に
行
政
財

産
と
普
通
財
産

に
分
け
ら
れ

る
。
行
政
財
産

と
は
、公
用（
自

治
体
の
事
務
執

行
の
た
め
に
用

い
る
）又
は
公

共
用（
住
民
の

利
用
）に
供
す

る
財
産
で
あ

り
、
公
用
財
産

の
代
表
的
な
も

の
は
庁
舎
等
で

あ
り
、
公
共
用

で
は
、
２
，３
０
８
施
設
中
１
，２
２
４

施
設（
53
・
０
％
）、
２
０
０
９
年
４
月

か
ら
２
０
１
２
年
３
月
で
は
、
２
，４

１
５
施
設
中
１
，０
９
５
施
設（
45
・

３
％
）、
２
０
０
３
年
９
月
か
ら
２
０

０
９
年
３
月
で
は
、
１
，５
１
２
施
設

中
５
７
９
施
設（
38
・
３
％
）が
施
設
の

見
直
し
を
理
由
と
し
て
指
定
管
理
者
制

度
を
取
り
止
め
て
お
り
、
期
間
を
経
る

ご
と
に
増
え
て
い
る
。
累
計
で
は
、
指

定
管
理
者
制
度
を
取
り
止
め
た
施
設

８
，８
９
２
施
設
中
４
，５
４
６
施
設

（
51
・
１
％
）が
施
設
の
見
直
し
を
理
由

と
し
て
指
定
管
理
者
制
度
を
取
り
止
め

て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど（
４
，４
７
６

施
設
）が
そ
の
ま
ま
統
廃
合
や
民
間
移

譲
に
い
た
っ
て
い
る
。

公
共
施
設
と
は

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
お
り
、
保
育

所
や
学
校
等
を
中
心
に
公
共
施
設
の
統

廃
合
が
進
ん
で
い
る
一
方
、
指
定
管
理

者
制
度
を
導
入
し
た
施
設
で
も
同
制
度

を
取
り
止
め
て
、
施
設
の
統
廃
合
を
進

め
て
い
る
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

特別寄稿

図１　地方自治法上の財産の分類と公共施設（公の施設）

公有財産
行政財産

公用財産 庁舎等

公共用財産 公の施設
普通財産
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止（
同
条
第
３
項
）は
、憲
法
第
14
条（
法

の
下
の
平
等
）及
び
第
21
条（
集
会
等
の

表
現
の
自
由
）を
具
現
化
し
、
住
民
の

利
用
権
の
保
障
を
定
め
た
規
定
で
あ

る
。
昨
今
、
公
共
施
設
の
利
用
拒
否
な

ど
の
問
題
が
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
あ

ら
た
め
て
公
共
施
設
が
ど
の
よ
う
な
目

的
の
た
め
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
住
民

の
権
利
を
保
障
し
て
い
る
の
か
、「
公

共
施
設
の
公
共
的
価
値
」
に
つ
い
て
、

特
に
設
置
者
で
あ
る
自
治
体
関
係
者
に

は
、心
に
と
め
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
変
遷
で
も
う
一
つ
注
目

す
べ
き
点
は
、
１
９
４
８（
昭
和
23
）年

の
改
正
で
あ
る
。
条
例
で
定
め
る
特
に

重
要
な
営
造
物
の
独
占
的
使
用
等
に
つ

い
て
の
住
民
投
票
制
度
が
設
け
ら
れ
た

点
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
１
９
６
３

年
の
改
正
時
に
削
除
さ
れ
、
条
例
で
定

め
る
重
要
な
公
の
施
設
の
長
期
・
独
占

的
利
用
は
、
議
会
の
議
決
事
件
と
な
り

（
第
96
条
第
１
項
第
11
号
）、
特
に
重
要

な
施
設
の
廃
止
や
長
期
・
独
占
的
利
用

は
、
特
別
多
数
議
決
が
必
要（
第
２
４

４
条
の
２
第
２
項
）と
す
る
制
度
に
改

正
さ
れ
た
が
、
公
共
施
設
の
位
置
づ
け

２
４
４
条
第
１
項
））が
規
定
さ
れ
た
の

は
、
１
９
６
３
年
の
改
正
で
あ
る
が
、

住
民
の
利
用
拒
否
の
禁
止（
同
条
第
２

項
）及
び
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
禁

３ 　

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民

が
公
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
不
当
な
差
別
的
取
扱
い

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

公
共
施
設
の
法
的
位
置
づ
け

　

現
在
の
地
方
自
治
法
は
、
１
９
４
７

（
昭
和
22
）年
に
制
定
さ
れ
た
が
、
源
流

は
、
市
制
・
町
村
制（
１
８
８
８（
明
治

21
）年
）に
さ
か
の
ぼ
る
。
公
共
施
設
に

関
す
る
主
な
法
改
正
に
お
け
る
条
文
の

変
遷
を
整
理
す
る
と
表
３
の
と
お
り
で

あ
る
。現
行
条
文
に
改
正
さ
れ
た
の
は
、

１
９
６
３（
昭
和
38
）年
で
あ
る
が
、
そ

れ
ま
で
は
「
営
造
物
」
と
い
う
用
語
が

使
わ
れ
て
お
り
、
行
政
主
体
に
よ
り
公

の
目
的
に
供
用
さ
れ
る
人
的
手
段
及
び

物
的
施
設
の
総
合
体
と
し
て
の
概
念

で
、
主
に
財
務
的
管
理（
使
用
料
等
）の

観
点
か
ら
の
規
律
が
メ
イ
ン
で
あ
っ

た
。

　

現
在
の
「
公
の
施
設
」
の
定
義（
住

民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も
っ
て

そ
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設（
第

表３　地方自治法等の変遷

法律 条項
市制・町村制制定
1888（明治21）年

第６条
第２項

凡市住民タル者ハ此法律ニ従ヒ公共ノ営造物並市有財産ヲ共用スル権利ヲ
有シ及ビ市ノ負担ヲ分任スルノ義務ヲ有スルモノトス

地方自治法制定
1947（昭和22）年

第10条
第２項

住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の
財産及び営造物を共用する権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

第213条
普通地方公共団体は、法律又は政令に特別の定めがあるものを除く外、財
産の取得、管理及び処分並びに営造物の設置及び管理に関する事項は、条
例で定めなければならない。

地方自治法改正
 1948（昭和23）年

第213条
第２項

普通地方公共団体は、 条例で定める特に重要な財産又は営造物については、
当該普通地方公共団体の選挙人の投票においてその過半数の同意が得られ
ないときは、当該財産又は営造物の独占的利益を与えるような処分又は十
年を超える期間にわたる独占的な使用の許可をしてはならない。条例で定
めるその他の財産又は営造物について議会において出席議員の三分の二以
上の者の同意が得られないときも、また同様とする。
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ま
た
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
も
設

置
管
理
条
例
で
定
め
、
選
定
手
続
を
経

て
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
う
す
る
と
設
置
管
理
条
例
の
改

廃
が
当
該
施
設
の
統
廃
合
等
に
つ
な
が

る
た
め
、
そ
の
点
を
捉
え
て
訴
訟
を
起

こ
す
こ
と
に
な
る
が
、
問
題
は
当
該
施

設
に
関
す
る
法
令
が
具
体
的
な
利
用
権

ま
で
保
障
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
救

済
の
対
象
と
な
る
か
の
判
断
が
分
か
れ

て
く
る
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
、
次
の
点
で
あ
る
。
①

関
係
法
令
に
お
い
て
、
利
用
者
が
特
定

の
公
共
施
設
を
選
択
し
、
継
続
的
な
利

用
を
前
提
と
し
た
制
度
設
計
に
な
っ
て

い
る
か
。
②
①
が
前
提
に
な
っ
て
い
る

場
合
は
、
民
間
委
託
等
の
是
非
と
手
続

も
権
利
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

法
的
地
位
に
含
ま
れ
る
。
③
①
が
前
提

に
な
っ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
廃
止
施

設
に
代
わ
る
利
用
可
能
な
代
替
施
設
等

の
措
置
は
必
要
で
あ
る
。
④
代
替
施
設

等
の
措
置
が
な
い
場
合
は
、
利
用
権
を

侵
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
⑤
自
由
利

用
施
設（
公
園
、
各
種
会
館
等
）は
、
一

般
的
な
利
用
権
に
留
ま
り
、
具
体
的
な

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

公
共
施
設
の
統
廃
合
等
と

住
民
の
利
用
権

　

公
共
施
設
の
統
廃
合
等
は
、
利
用
者

は
も
と
よ
り
、
住
民
に
と
っ
て
も
日
常

生
活
や
社
会
活
動
等
に
さ
ま
ざ
ま
な
影

響
を
及
ぼ
す
。
と
き
に
は
、
近
隣
住
民

や
利
用
者
の
反
対
に
あ
い
、
合
意
形
成

が
進
ま
ず
、
頓
挫
し
た
り
、
一
方
で
統

廃
合
等
を
強
行
し
た
り
す
る
よ
う
な
場

合
も
あ
り
、
裁
判
に
な
る
ケ
ー
ス
も
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
個
別
の
裁
判
例
ま
で

は
紹
介
し
な
い
が
、
公
共
施
設
の
統
廃

合
等
と
住
民
の
利
用
権
の
関
係
に
つ
い

て
、
裁
判
例
か
ら
み
え
る
枠
組
み
に
つ

い
て
、
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
公
共
施
設
の
設

置
管
理
に
つ
い
て
は
、
条
例
で
定
め
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
統
廃
合
す
る
場

合
は
、
個
別
施
設
の
設
置
管
理
条
例
の

場
合
は
、
当
該
条
例
の
廃
止
、
施
設
類

型
ご
と
の
設
置
管
理
条
例
の
場
合
は
、

当
該
条
例
中
、
廃
止
す
る
施
設
名
称
を

削
除
す
る
改
正
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

及
び
重
要
性
を
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
実
は
、
２
０
１
０（
平
成
21
年
）年

に
設
置
さ
れ
た
総
務
省
の
地
方
行
財
政

検
討
会
議
で
公
共
施
設
に
関
し
て
住
民

投
票
制
度
が
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
。「
条
例
で
定
め
る
大
規
模
な
公
の

施
設
の
設
置
を
議
会
が
承
認
し
た
後
、

住
民
投
票
を
実
施
し
、
住
民
投
票
で
過

半
数
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
当
該
公
の

施
設
は
設
置
で
き
な
い
。」
と
す
る
も

の
で
、「
地
方
自
治
法
抜
本
改
正
に
つ

い
て
の
考
え
方（
平
成
22
年
）」（
２
０

１
１
年
１
月
26
日
）で
は
、「
住
民
の
多

く
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
受
益
に

伴
う
負
担
や
将
来
世
代
へ
の
負
担
の
あ

り
方
に
多
大
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
状

況
を
踏
ま
え
て
、
大
規
模
な
公
の
施
設

の
設
置
の
方
針
を
対
象
と
し
て
、
速
や

か
に
制
度
化
を
図
る
。」
と
さ
れ
た
も

の
の
、
地
方
自
治
法
改
正
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。

　

こ
れ
ら
公
共
施
設
の
法
制
上
の
変
遷

等
か
ら
、
公
共
施
設
が
住
民
生
活
に

と
っ
て
い
か
に
重
要
な
役
割
を
も
っ
て

い
る
か
、
行
政
側
だ
け
で
な
く
利
用
者

で
あ
る
住
民
も
あ
ら
た
め
て
認
識
を
す

特別寄稿
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数
や
面
積
、
維
持
管
理
費
用
等
の
数
量

的
な
面
に
着
目
し
て
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン

グ
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
だ
け
の
視
点
で
は
、
公
共
施

設
を
「
営
造
物
」
的
概
念
や
単
な
る
箱

物
と
し
て
捉
え
て
い
る
き
ら
い
が
あ

り
、
利
用
者
不
在
が
見
え
隠
れ
し
、
反

発
を
受
け
て
い
る
側
面
も
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

　

公
共
施
設
を
住
民
の
福
祉
を
増
進
す

る
た
め
に
利
用
に
供
す
る
概
念
か
ら
捉

え
直
し
、
公
共
施
設
の
意
義
、
法
的
位

置
づ
け
を
踏
ま
え
、
住
民
の
利
用
権
に

配
慮
し
た
施
設
の
あ
り
方
を
議
論
す
る

視
点
が
あ
ら
た
め
て
求
め
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、あ
ら
ゆ
る
情
報
の
公
開
・

提
供
・
共
有
が
前
提
と
な
る
が
、
自
治

体
現
場
の
視
点
に
立
て
ば
、「
言
う
は

易
く
行
う
は
難
し
」
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

知
り
う
る
範
囲
で
も
多
く
の
課
題
が
立

ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。

　

ポ
イ
ン
ト
だ
け
挙
げ
る
と
、
役
所
内

の
体
制
、
財
源
確
保
、
情
報
提
供
・
公

開
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
あ
り
方
、

住
民
の
合
意
形
成
等
、
い
ず
れ
も
難
題

で
あ
る
。
自
治
体
組
織
の
内
外
を
問
わ

ず
、「
総
論
賛
成
、
各
論
反
対
」
で
、

個
別
の
施
設
の
統
廃
合
等
ま
で
踏
み
込

む
に
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。
担
当
部
署

は
、
利
用
者
や
関
係
団
体
、
管
理
団
体

等
の
利
害
関
係
者
が
背
後
に
あ
る
う

え
、
担
当
部
署
に
と
っ
て
も
既
得
権
益

的
な
側
面
が
あ
り
統
廃
合
等
に
消
極
的

な
対
応
を
と
る
こ
と
も
ま
ま
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
自
治
体
組
織
の
内
外
に
お

け
る
合
意
形
成
が
困
難
な
一
方
、
周
辺

部
の
公
共
施
設
や
利
用
者
の
少
な
い
公

共
施
設
を
狙
い
撃
ち
的
に
統
廃
合
等
し

て
し
ま
う
と
、
公
共
施
設
間
や
地
域
間

の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
や
不
平
等
感
か
ら
自

治
体
行
政
自
体
へ
の
不
信
感
が
生
ま
れ

て
し
ま
う
。

　

現
在
の
公
共
施
設
の
統
廃
合
等
の
動

き
や
視
点
は
、
い
わ
ゆ
る
公
共
施
設
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
公
共
施
設
の

利
用
権
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
を
最
初
に
紹
介
し
た
公
立
保
育

所
の
統
廃
合
等
に
あ
て
は
め
る
と
、
児

童
福
祉
法
は
、
保
護
者
が
保
育
所
を
選

択
を
し
た
う
え
で
、
特
定
の
児
童
を
特

定
の
期
間
、
特
定
の
保
育
所
で
保
育
す

る
制
度
設
計
に
な
っ
て
お
り
、
保
育
所

条
例
の
改
廃
は
、
他
の
処
分
に
よ
る
こ

と
な
く
改
廃
条
例
の
施
行
で
も
っ
て
廃

止
の
効
果
を
生
じ
る
た
め
、
裁
判
で
救

済
の
対
象
と
な
る
５
。
一
方
、
学
校
は
、

そ
の
利
用
関
係
は
保
護
者
の
選
択
権
に

基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
学
校

で
就
学
年
限
ま
で
教
育
を
受
け
る
権
利

ま
で
は
保
障
し
て
い
な
い
と
さ
れ

る
６
。

公
共
施
設
の
統
廃
合
等
の
課
題

　

公
共
施
設
の
統
廃
合
等
は
、
人
口
減

少
、
少
子
高
齢
化
等
の
社
会
環
境
、
財

政
逼
迫
、
施
設
の
老
朽
化
等
の
自
治
体

運
営
等
を
考
え
る
と
や
む
を
得
な
い
面

も
あ
り
、
総
務
省
も
公
共
施
設
等
管
理

計
画
の
策
定
等
の
施
策
を
自
治
体
に
求

め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
が
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５ 　

横
浜
市
立
保
育
園
廃
止
処
分
取
消
請
求
事
件（
最
判
平

21
．11
．26
民
集
63
巻
９
号
２
１
２
４
頁
）参
照
。

６ 　

学
校
廃
止
処
分
取
消
請
求
控
訴
事
件（
大
阪
高
判
平
25
．

９
．12
平
成
24（
行
コ
）１
１
６
裁
判
所
裁
判
例
情
報
）
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